
令和７年度 医療観察法病棟地域連絡会議

令和８年３月５日 (木)



医療観察法病棟



１ 医療観察法の概要

①   医療観察法とは ?

② 処遇決定までの流れ

  ③   入院～退院までの流れ

  ④ 退院の目安

  ⑤ 通院処遇の概要



  ① 医療観察法とは

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律

― 重大な他害行為とは －

     殺人・放火・強盗・不同意性交等・ 傷害・不同意わいせつ など

― 医療観察法の目的 ー

  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、適切な処遇

決定するための手続き等を定めることにより継続的かつ適切な医療

並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、

病状の改善と同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進する
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② 処遇決定までの流れ
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③ 入院 (治療ステージ) から退院までの流れ



④ 退院の目安

(1)  症状の安定

  病状が改善し社会復帰期において一定期間病状の再発がみられない。

(2) 必要な医療を自律的に求めることが可能

退院後、継続的な治療（通院、訪問看護等）が安定して実施でき

る。

服薬管理や金銭管理等の 社会生活能力が確保されている。

(3) 適切な援助体制が整っている

退院後、安定した治療を継続できるための環境整備、支援体制が

確立している。

緊急時の介入方法についても地域における支援体制が確立してい

る。
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➄ 医療観察法通院処遇の概要

原則として対象者の地元の病院

  通院後期
１２ケ月

通院中期
   １８ケ月
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本法律による通院期間は、原則３年間 (最大５年間)
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２  医療観察法病棟の運営

① 対象者の状況

  ② 特殊療法

  ③ 会議・委員会ほか

④ 地域との連携
 
  ➄ 病棟の安全対策



   

１ 令和７年度における入退院の動向
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(２) 対象者のプロフィール

ア 年代別分布

イ 主診断 (ICD10) ウ  対象行為



(3) 平均在院日数



 ② 特殊療法

(1)   クロザピン

(2)   電気痙攣療法

(3)   持続性抗精神病薬





④ 地域との連携

(1)  病棟見学  (令和４年度～)

対象・・・ 医療観察法対象者を受け入れている、受け入れ予定がある施

 設や事業所

     (施設や訪問看護ステーション、相談支援センター等の関係者)  

参加者の声 ・・ 会議の場で言えないざっくばらんな情報共有ができた。

  病院と地域の温度差を解消するためにも継続してほしい

観察法と入院の

概要を説明

病棟見学と
プログラム見学

情報共有



  (2)  出前講座  (令和４年度～)

目的 ・・ 入院治療をはじめとした医療観察法の知識の提供

 現場スタッフ同士の直接交流による相互理解

対象・・・観察法対象者を受け入れている、受け入れ予定がある

施設などで見学に来れない現場スタッフや関係者

（病棟看護師と精神保健福祉士のペアで訪問）

医療観察法とは 

 ・ 対象となる人

 ・ 法の目的

入院までの流れ

• 鑑定入院

• ３要件

入院から
退院までの流れ

•治療ステージ・プログラム

 



(2) 地震

〇 病棟は、耐震構造の建物であるため、震度７にも耐える構造になっ

ていますが、対象者及び職員の安全を確保するため、震度５以上の場

合には、避難場所に避難することとしています。

〇 建物内が危険と判断される場合は、屋外の前庭に避難します。

〇 更に、建物全体が危険であると判断される場合は、病棟南側の駐車

場に誘導、避難し安全を確保します。(R8.2.12 訓練実施)  

(1)  火災
     

〇 建物は、消防法に基づく耐火構造になっています。

万が一火災が発生してもスプリンクラーなどの消防設備が備えられ

ております。また、火の手が広がることを防ぐための防火扉、防火壁

により、延焼は防げるものと考えています。

〇 なお、火災が拡大する可能性も想定し、安全に避難するための経路

や避難手順を定めています。

〇 また、消防訓練を年２回行っています。

➄ 病棟の安全対策



(3)  病棟内部・外部

     ア 病棟入口の二重扉

  イ 病院本体とは別に警備員室を設置

  ウ ICカードによるカードキーの導入

  エ 監視モニターの設置

     オ 病棟周囲に高さ4m、幅５mのコンクリートの２重壁を設置
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医療観察法病棟の外観



(4)  無断退去

     ア  無断退去と判断した時は、警察署に通報します。

  イ  東海北陸厚生局、保護観察所、周辺自治会等に連絡します。

ウ  対象者が見つかった時は、警察と連携を図りながら速やかに連れ戻しま

す。また、その状況については、皆さまにもご連絡します。

  エ  実際に無断退去が発生した際にも的確に対応できるよう毎年模擬訓練を

          行っています。



入院医療機関 ・ 通院医療機関



ご清聴
ありがとうございました。
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